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（１）企業理念 

当社創立５０周年を機に我々原電グループは、グループ４社トップが

参画する委員会における検討を経て、企業理念を制定しました。 

 
 
 
 
 
 
 

（２）平成２１年度『原電グループの中期的経営の基本方針』 

１．安全第一 

－「安全第一」を全てに優先する。全員参加の安全運動を展開する。 

２．社会性の発揮 

－「社会に開かれた企業」として、更に信頼されるよう努力する。 

３．経営基盤の拡充 

－継続的な業務効率化により競争力を高めるとともに、重点プロ 
ジェクトを推進し、事業基盤の充実を図る。 

－原電グループの資源を活かした新たな事業開拓を推進し、事業

領域の拡大に努める。 
－人財の活性化、自己啓発を図り、諸課題に対処し得る人的基盤

を充実させる。 

４．パイオニア精神の発揮 

－パイオニア精神を高揚させ、社員ひとり一人が創意工夫を凝らし、

課題発掘、解決に努める。 
－原子力発電の発展に貢献する諸課題解決に挑戦する。 

Ⅰ．経営の基本方針

企 業 理 念 

 原電グループは、原子力発電の安全を確保し、安心され信頼され

ることを基本に、開拓者精神にあふれる企業グループとして、新たな

技術に挑戦し、豊かな未来の実現に貢献します。 
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（３）当社の『平成２１年度経営の基本方針』（骨子） 

原電グループの企業理念及び中期的経営の基本方針の下に原電グ

ループが一丸となり、原子力発電のパイオニアとして、心新たに、次の 

５０年に向けた歩みを、力強く進めてまいります。 

 

 １．安全第一 

「安全第一」は、当社の事業活動を進める上の根幹であり、本方針

に示す「社会性の発揮」、「経営基盤の拡充」、「パイオニア精神の発

揮」の土台です。当社は、全ての業務において、安全第一を徹底して

まいります。 

 

 ２．社会性の発揮 

当社は、原子力発電所を運営するものとして、引き続き通報連絡三

原則＊の徹底を含め、地域に根ざした事業活動を展開し、社会性を発

揮してまいります。 

さらに、発電設備の総点検結果の反省も踏まえ、法令の遵守、企業

倫理の徹底と確実な実践を通じ、安心・信頼される原電であり続ける

よう、たゆまぬ努力を続けてまいります。 

＊①徴候を確認した時点で速やかに通報連絡 

②要否の判断に迷ったときは必ず連絡 

③情報収集に時間を要する場合にはまず一報 

 

 ３．経営基盤の拡充 

原子力専業の卸電気事業者である当社にとって経営基盤の根幹で

ある既設発電所の安全運転に向けた取り組みを引き続き強化します。

併せて、敦賀発電所３,４号機増設計画を着実に推進してまいります。 

 

 ４．パイオニア精神の発揮 

創立以来のパイオニア精神を発揮し、新たな課題への挑戦はもとよ

り、建設、運転、保修をはじめ全ての業務に取り組んでまいります。 
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（１）電源開発計画 

 地 点 名 
出 力 

（万ｋＷ） 
着 工 運転開始 

敦賀３号機 １５３．８ 平成２２年１０月 平成２８年３月
加圧水型軽水炉 

敦賀４号機 １５３．８ 平成２２年１０月 平成２９年３月

 

（２）電源構成（年度末設備容量）  

（単位：万ｋＷ） 

年 度 末 設 備 容 量  

平成１９年度末 平成２０年度末 平成２１年度末 平成２５年度末 平成３０年度末

原 子 力 ２６２ ２６２ ２６２ ２２６ ５３４ 

合  計 ２６２ ２６２ ２６２ ２２６ ５３４ 

減少分 ０ ０ ０ ３６*１ ０ 
参 

考 
増加分 ０ ０ ０ ０ ３０８*２ 

＊１ 平成２２年敦賀発電所１号機（３５．７万ｋＷ）営業運転停止予定。 

＊２ 平成２８年３月敦賀発電所３号機（１５３．８万ｋＷ）営業運転開始予定、 

平成２９年３月敦賀発電所４号機（１５３．８万ｋＷ）営業運転開始予定。 

 

（３）電源構成（発電電力量） 

（単位：百万ｋＷｈ） 

発 電 電 力 量*１  

平成１９年度 

（実 績） 

平成２０年度

（推定実績）
平成２１年度 平成２５年度 平成３０年度

原 子 力 １４，２９３ １０，８３７ １５，６２６ １６，８２８ ３９，７３２ 

合  計 １４，２９３ １０，８３７ １５，６２６ １６，８２８ ３９，７３２ 

＊１ 平成２０年度の値は平成２０年１２月末時点での推定実績。 

Ⅱ．平成２１年度供給計画の概要
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（１）平成２１年度発電計画 

＜平成２１年度年間発電電力量＞ 

（単位：百万ｋＷｈ） 

発電所 

(炉型＊１：電気出力) 
年間発電電力量＊２，３ 

東海第二発電所 

(ＢＷＲ：１１０万ｋＷ) 
４，８５９（５０．４％） 

敦賀発電所１号機 

(ＢＷＲ：３５．７万ｋＷ) 
１，８９６（６０．６％） 

敦賀発電所２号機 

(ＰＷＲ：１１６万ｋＷ) 
８，８７１（８７．３％） 

合計 １５，６２６（６８．２％） 

＊１．ＢＷＲ：沸騰水型軽水炉、ＰＷＲ：加圧水型軽水炉。 
２．（  ）内は、設備利用率。 
３．定格熱出力一定運転による電力量の増分を反映して計画。 

 

 

＜平成２１年度～平成２３年度の発電電力量及び設備利用率 
（３ヶ年合計値）＞ 

 

発電電力量(百万ｋＷｈ) ４７，９０８ 

設備利用率（％） ７３．８ 

 

Ⅲ．発電所運転計画
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（２）定期検査計画  

＜３ヶ年定期検査計画＞ 
 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 

東
海
第
二 

    

敦
賀
１
号
機 

    

敦
賀
２
号
機 

    

 

 

○主な定期検査中の工事 

東海第二発電所 

・ 第２４回定期検査：第６給水加熱器取替 

・ 第２５回定期検査：高経年化対策及び出力向上、 

炉内予防保全対策 

敦賀発電所１号機 

・ 第３２回定期検査：制御棒駆動水圧系インターロック改造工事 

敦賀発電所２号機 

・ 第１７回定期検査：一次系機器の応力腐食割れ予防保全対策  

 
（３）地震対策 

耐震設計審査指針に則った既設発電所の耐震安全評価を行うとと

もに、必要な耐震裕度向上工事を順次実施していきます。また、新潟

県中越沖地震で得られた知見を適切に耐震安全評価に反映してまい

ります。 

    内は定期検査回数

２３ ２４ ２５ 

運転停止

▽ 
３２ ３３

１７  １８ １６ １６
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（１）増設計画の概要 
３,４号機の概要と２号機との比較 

 ３,４号機（改良型ＰＷＲ） ２号機（ＰＷＲ） 

電気出力 １５３．８万ｋＷ×２基 １１６万ｋＷ 

原子炉熱出力 ４４６．６万ｋＷ×２基 ３４２．３万ｋＷ 

燃料集合体 ２５７体×２基 １９３体 

改良型ＰＷＲ…ＰＷＲの運転経験や最新技術を取り入れ、一層の改良を加えた原子炉。 

 

発電所の配置…現在運転中の１,２号機の西側の若狭湾に面し、 

山側に原子炉建屋、海側にタービン建屋を配置。 

 
 
 

Ⅳ．敦賀発電所３，４号機増設計画
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（２）工事工程概略 
平成１６年３月に原子炉設置変更許可を経済産業大臣に申請し、現

在、国による安全審査を受けています。運転開始は、３号機が平成２８
年３月、４号機が平成２９年３月を予定しており、今後とも安全審査に着
実に対応してまいります。 

 
準備工事は平成１６年７月に開始しました。今後も引き続き環境保全

に留意し、安全かつ着実に進めてまいります。 
・ 進入路トンネルは平成１８年１０月に開通し、供用を開始。 
・ 防波堤･護岸は平成１９年９月に護岸構築完了。昨年１２月に護

岸の越波排水路構築完了。 
・ 敷地造成工事は３号機及び４号機原子炉背後斜面の切取及び埋

立を順次実施中。 

防波堤・護岸及び埋立の状況  （平成２１年３月撮影） 

平成16
年度

平成17
年度

平成18
年度

平成19
年度

平成20
年度

平成21
年度

平成22
年度

平成23
年度

平成24
年度

平成25
年度

平成26
年度

平成27
年度

平成28
年度

許認可申請

埋立竣功

海工事着手

着工

準備工事関連手続き（自然公園法、公有水面埋立法、森林法等）

トンネル

防波堤・護岸

ケーソン･ブロック製作

切取・埋立等　　　仮設用地等

建設工事

進入路取付道路

３号機運開予定

４号機運開予定
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（１）東海発電所 
１）廃止措置工事スケジュール 

平成１３年１２月から東海発電所の廃止措置工事を開始し、原子炉

領域以外の撤去のうちタービン他周辺機器撤去工事、燃料取替機撤

去工事、熱交換器周辺機器撤去工事を実施しました。 

平成２１年度は、引き続き原子炉領域以外の熱交換器周辺機器の

撤去工事を実施するとともに、大型機器である熱交換器の撤去工事

に着手します。原子炉領域については、引き続き安全貯蔵を行ってま

いります。 

２）クリアランス制度＊に基づく撤去物の適切な再生利用の推進 

平成１９年６月より鋳造メーカーへの搬出及び加工が開始され、 

同年１０月以降、テーブル、ベンチ、車両の進入を防止するための 

ブロック等を東海テラパーク、敦賀原子力館及び東海発電所などへ

の設置や、遮へい体をＪ－ＰＡＲＣ（大強度陽子加速器施設）に搬出し

ております。 

平成２１年度も引き続きクリアランス物の再生利用に取り組んでま

いります。 

＊「放射性物質として扱う必要のないもの」を、法令等で規定された手続きに基

づき、資源としてリサイクル可能な有価物（スクラップ金属等）や一般の廃棄

物として取り扱えるようにすることを「クリアランス」といい、平成１７年度に法

令が改正され、クリアランス制度が導入されました。 
 

 クリアランス物の再利用例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ．廃止措置計画

テーブル       ベンチ    

※脚部等金属部分に採用        ※脚部等金属部分に採用 

車両の進入を防止する 
ためのブロック     
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（２）敦賀発電所１号機 

敦賀発電所１号機の営業運転終了後の廃止措置については、東海

発電所廃止措置の経験を活用しつつ、廃止措置基本工程、廃棄物処

理処分方策、合理的解体工法などを体系化、具体化するための検討

を引き続き行ってまいります。 
   

なお、本年２月１７日、敦賀発電所１号機の運転停止時期の延長を

検討することについて、公表いたしました。 
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平成２１年度の設備投資額は、９５６億円を計画しています。その内訳

は、設備工事７４２億円、原子燃料２１４億円です。 
（単位：億円） 

項    目 投  資  額 

設 備 工 事 ７４２ 

原 子 燃 料 ２１４ 

合    計 ９５６ 

 

Ⅵ．設備投資計画
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（１）安全運転に向けた取り組み強化 

総合的視点からトラブル未然防止の検討を更に進め、保全対策を

強化し、設備管理の充実に向けた努力を重ねてまいります。また、事

前の検討を充実することにより、より適切な運転保守計画を策定して

まいります。 

このため、本年１月に導入された新検査制度に対応した「保全プロ

グラム＊」を積極的に活用いたします。併せて、長期保守管理方針に

基づく高経年化対策の充実を図り、発電設備の安全かつ適切な管理

に繋げてまいります。 

＊保全活動全体を対象として、保全活動の実施体制、保全の対象機器・範囲、

実施計画等を具体的に記載したプログラム。 

 

（２）プルサーマル計画の推進 

敦賀発電所２号機及び東海第二発電所でのプルサーマル計画の

早期実現に向け、地元地域の皆さま方のご理解が得られるよう、理解

活動を引き続き推進してまいります。 
 
（３）発電原価の低減 

全社的な業務効率化に取り組み、発電原価の低減を図ってまいり

ます。 

 

（４）直営による業務の改革 

保修分野における直営を、大型主要機器の点検等、実際の現場作

業を通じて技術力を向上させていく人材育成の重要な場と位置づけ、

計画的に保修部門とのローテーションを進めてまいります。 

また、ＣＢＭ（状態基準保全）直営は、保全プログラムの整備に伴い

更なる拡大を行ってまいります。 

 
（５）中間貯蔵事業の推進 

平成１７年１１月に東京電力株式会社と共同で設立したリサイクル

燃料貯蔵株式会社への技術的、人的な支援を行うとともに、東京電力

株式会社と連携して中間貯蔵事業に係る理解活動を推進してまいりま

す。 

Ⅶ．諸課題への取り組み
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（６）原子燃料サイクルの推進 

日本原燃が進める再処理をはじめとするサイクル事業を、電力各社

と協調し、推進してまいります。 

 

（７）将来炉の研究開発 

日本原子力研究開発機構と電力が実施している「高速増殖炉サイ

クル実用化研究開発」に、引き続き電力からの付託を受けて、協力、

推進していくとともに、技術の維持・継承の観点から人材の確保、育成

について検討してまいります。 

また、高速増殖炉開発における「もんじゅ」の重要性に鑑み、    

「もんじゅ」への要員協力を継続してまいります。 

    中小型軽水炉については、これまでの研究成果を踏まえ、必要な

研究を継続してまいります。 
 
（８）国際協力の推進 

カザフスタンへの技術協力やベトナムへのフィージビリティ・スタディ

準備協力など、アジア諸国の原子力発電導入への支援業務や、海外

協定先等との積極交流などを推進してまいります。 
 

 

以 上 


